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研究ノート

研
究
ノ
ー
ト

コ
ー
ズ
の
消
失
に
よ
る
贈
与
の
失
効

　
ー
ベ
ル
ギ
ー
破
殿
院
判
決
を
手
掛
か
り
と
し
て
一

は
じ
め
に

一
　
本
判
決
の
事
案
お
よ
び
判
決

二
　
検
　
　
討

お
わ
り
に

は
じ
め
に

森
　
山
　
浩
　
江

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
本
稿
は
、
ベ
ル
ギ
ー
破
高
齢
一
九
八
九
年
一
一
月
一
六
日
判
決
を

手
掛
か
り
と
し
、
恵
与
に
お
け
る
コ
ー
ズ
（
8
⊆
ω
Φ
）
概
念
を
具
体
的

な
事
例
を
通
し
て
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
フ
ラ
ン
ス
民
法
に
お
け
る
コ
ー
ズ
理
論
及
び
恵
与
（
＝
げ
①
「
四
＝
け
0
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
コ
ー
ズ
概
念
に
つ
い
て
は
以
前
別
学
に
お
い
て
取
り
上
げ
た
が
ふ

裁
判
例
に
現
れ
る
実
際
の
事
案
の
検
討
を
通
じ
て
、
恵
与
の
コ
ー
ズ

概
念
を
具
体
的
か
つ
現
実
的
な
側
面
か
ら
考
察
す
る
こ
と
、
そ
れ
も

な
る
べ
く
最
近
の
重
要
判
例
を
通
し
て
そ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
れ

ば
と
考
え
て
い
た
。
本
稿
で
紹
介
・
検
討
す
る
ベ
ル
ギ
ー
破
殿
院
判

決
（
以
下
、
本
判
決
と
い
う
）
は
、
筆
者
の
そ
の
よ
う
な
望
み
に
適
う

も
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
判
例
で
は
な
い
が
、
フ
ラ
ン
ス
と
ベ
ル

ギ
ー
の
民
法
典
は
共
通
の
規
定
を
多
く
持
っ
て
お
り
、
両
者
は
相
互

に
影
響
し
合
う
関
係
に
あ
る
。
ベ
ル
ギ
ー
民
法
は
、
ベ
ル
ギ
ー
が
フ

ラ
ン
ス
の
領
土
で
あ
っ
た
時
代
に
施
行
さ
れ
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
が

そ
の
後
も
維
持
さ
れ
、
そ
れ
に
部
分
的
に
改
正
が
加
え
ら
れ
る
形
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

今
日
に
至
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
コ
ー
ズ
理
論
に
つ
い
て
定
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

条
文
に
は
全
く
修
正
が
加
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
本
件
を
両
国
の
民
法

に
共
通
す
る
コ
ー
ズ
理
論
に
関
す
る
具
体
例
と
し
て
引
く
こ
と
に
大

き
な
問
題
は
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
本
判
決
は
恵
与
の
コ
ー
ズ
に
関
す
る
も
の
と
し
て
は
比
較
的
新
し

く
、
事
案
と
し
て
も
、
子
の
配
偶
者
へ
の
贈
与
、
ま
た
相
続
税
対
策

の
目
的
を
持
っ
た
贈
与
で
あ
る
な
ど
、
わ
が
国
の
贈
与
に
も
共
通
し

う
る
要
素
を
持
っ
て
お
り
興
味
深
い
。
ま
ず
事
案
・
判
決
を
紹
介

し
、
前
記
拙
稿
と
重
複
す
る
部
分
も
あ
る
が
コ
ー
ズ
概
念
に
つ
き
簡

単
に
説
明
を
加
え
た
上
で
、
本
判
決
の
検
討
を
通
じ
て
多
少
な
り
と
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研究ノ藁ト

も
恵
与
の
コ
ー
ズ
概
念
の
具
体
的
な
像
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試

み
る
。

・（

P
）
　
沁
ミ
ミ
O
ミ
鳶
ミ
§
ミ
適
愚
ミ
§
ミ
Q
b
o
鴨
曹
し
㊤
㊤
ω
も
b
雨
G
。
2

　
ω
・

（
2
）
　
拙
稿
「
恵
与
に
お
け
る
『
目
的
』
概
念
ー
コ
ー
ズ
理
論
を
手

　
掛
か
り
に
一
」
九
大
法
学
六
四
号
一
頁
以
下
（
一
九
九
二
年
）
。

（
3
）
＝
き
。
・
ω
①
拐
《
い
①
8
号
9
＜
＝
窪
げ
巴
ひ
q
凶
ε
Φ
》
忠
ら
。
魯
ミ
鵠

　
魯
ご
ミ
織
ミ
ミ
ミ
§
ミ
蕊
N
O
Q
◎
へ
－
N
℃
ミ
ト
貯
b
。
し
8
ド
℃
マ
①
。
。
H
2
ω
．

（
4
）
　
後
述
、
」
七
八
頁
訳
注
5
参
照
。

本
判
決
の
事
案
お
よ
び
判
決

　
8
　
事
　
案

　
X
は
、
一
九
七
四
年
と
一
九
七
七
年
に
計
二
つ
の
不
動
産
を
購
入

し
た
。
そ
の
際
、
不
動
産
の
用
益
権
に
つ
い
て
は
X
と
X
の
妻
A
の

名
義
と
さ
れ
、
一
方
の
配
偶
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
は
生
存
配
偶
者

億
先
死
配
偶
者
の
用
益
権
の
取
涙
権
を
持
つ
と
取
り
決
め
た
。
そ
し

て
同
時
に
、
当
該
不
動
産
の
所
有
権
（
用
益
権
は
X
・
A
に
留
保
さ
れ

て
い
る
の
で
虚
有
権
（
壼
①
も
噌
。
℃
ユ
騨
伽
）
で
あ
る
）
に
つ
い
て
は
、

K
し
　
A
の
息
子
で
あ
る
呂
と
そ
の
妻
亀
の
名
義
と
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
一
九
八
一
年
に
は
、
妻
Y
側
の
有
責
原
因
に
よ
り
Y
・
Y
の
離
婚

が
言
い
渡
さ
れ
た
。
A
が
そ
の
後
ま
も
な
く
死
亡
し
た
た
め
、
唯
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

人
の
用
益
権
者
と
な
っ
た
X
は
、
‘
Y
と
Y
を
相
手
ど
り
、
虚
有
権
の

贈
与
の
失
効
（
＄
α
¢
o
ま
）
あ
る
い
は
撤
回
（
み
く
0
8
鉱
8
）
を
求
め
、

ユ
イ
（
＝
ξ
）
第
一
審
裁
判
所
へ
訴
え
だ
が
敗
訴
し
（
第
一
審
の
内
容

は
不
明
）
、
リ
エ
ー
ジ
ュ
（
＝
α
σ
q
o
）
控
訴
院
へ
控
訴
し
た
。

　
X
は
、
・
「
贈
与
の
推
進
的
か
つ
決
定
的
な
コ
ー
ズ
（
冨
。
讐
ω
Φ

一
葦
℃
曵
匹
く
Φ
①
け
α
騨
曾
巨
惹
同
声
Φ
）
」
は
、
贈
与
者
の
死
亡
時
に
相
続
税

の
納
税
に
お
い
て
法
律
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
最
も
有
利
な
税
率
が
両

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

受
贈
者
に
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
コ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ワ
ロ

ズ
は
Y
と
Y
の
婚
姻
の
解
消
に
よ
り
相
続
税
を
払
う
べ
き
地
位
に
い

　
　
　
　
　
（
老

な
く
な
っ
た
Y
に
対
し
て
は
そ
の
効
果
を
持
ち
得
な
い
の
で
、
本
件

贈
与
は
民
法
一
＝
二
一
条
（
コ
ー
ズ
に
関
す
る
規
定
）
に
よ
り
無
効
に

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
さ
ら
に
予
備
的
請
求
と
し
て
、

本
件
贈
与
の
「
推
進
的
か
つ
決
定
的
な
コ
ー
ズ
」
は
、
納
税
上
の
利

益
が
得
ら
れ
る
時
点
す
な
わ
ち
贈
与
者
の
死
亡
時
に
お
い
て
も
な
お

　
　
　
　
　
　
　
　

Y
・
「
Y
が
夫
婦
で
あ
る
と
い
う
条
件
に
よ
っ
て
の
み
保
た
れ
得
た
も

の
で
あ
り
、
本
件
贈
与
が
民
法
＝
○
八
条
二
＝
二
一
条
に
よ
っ

．
て
無
効
と
は
な
ら
な
い
と
し
て
む
、
民
法
，
九
〇
〇
条
（
贈
与
・
遺
贈
の

不
法
、
・
不
道
徳
な
条
件
・
負
担
に
関
す
る
規
定
）
以
下
に
よ
っ
て
撤
回
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コーズの消失による贈与の失効（森山）

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

　
控
訴
院
は
、
贈
与
の
コ
ー
ズ
が
納
税
上
の
理
由
に
あ
る
こ
と
自
体

は
否
定
し
な
か
っ
た
が
、
X
の
主
張
を
退
け
た
。
そ
の
理
由
は
、
脇

は
本
件
不
動
産
の
購
入
時
に
は
形
式
的
名
義
人
（
℃
臼
ω
○
唇
Φ
　
凶
耳
Φ
雫

　
　
ヨ
　

ロ
。
ω
0
Φ
）
で
あ
っ
た
が
、
、
A
の
死
亡
時
に
は
す
で
に
相
続
税
の
納
税

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

義
務
者
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
本
件
贈
与
の
コ
ー
ズ
は
、
Y
・
Y
の

婚
姻
の
破
綻
に
よ
っ
て
存
在
し
な
く
な
る
ほ
ど
ま
で
に
は
、
あ
る
い

は
現
実
と
の
齪
館
が
生
じ
た
コ
ー
ズ
に
な
る
ほ
ど
ま
で
に
は
変
質
し

て
お
ら
ず
、
一
一
〇
八
条
・
＝
三
一
，
条
に
基
づ
く
無
効
の
問
題
で

は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
贈
与
は
婚
姻
関
係
の
維
持

と
い
う
条
件
附
で
な
さ
れ
た
と
い
う
論
拠
に
よ
る
予
備
的
請
求
に
つ

い
て
は
、
こ
の
解
除
条
件
が
当
事
者
に
よ
っ
て
意
図
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
証
明
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
婚
姻
関
係
の
停
止

が
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
贈
与
の
失
効
を
推
定
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
判
断
し
た
。

　
X
は
破
殿
院
に
上
告
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
判
断
を
下
し
た
の
が
本

判
決
で
あ
る
。

⇔
　
破
穀
院
第
一
法
廷
一
九
八
九
年
欄
一
月
＝
ハ
日
判
決

本
判
決
の
要
旨
は
、
以
下
の
二
点
で
あ
る
。

1
．
生
前
の
、
あ
る
い
は
遺
言
に
よ
る
恵
与
の
コ
ー
ズ
は
、
専
ら
処

分
者
の
恵
与
の
意
図
（
一
越
Φ
葺
凶
。
づ
一
一
び
騨
巴
Φ
）
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

動
機
の
な
か
で
も
、
主
に
処
分
者
の
心
を
支
配
し
、
処
分
者
に
贈
与

あ
る
い
は
遺
贈
を
す
る
よ
う
導
い
た
も
の
に
あ
る
。

2
．
、
贈
与
者
の
意
思
と
は
無
関
係
な
出
来
事
の
結
果
、
贈
与
の
決
定

的
な
理
由
が
欠
落
す
な
わ
ち
消
失
す
る
に
至
る
と
き
に
、
も
し
、
こ

の
処
分
行
為
の
文
言
自
体
あ
る
い
は
処
分
者
の
意
思
解
釈
か
ら
し

て
、
処
分
者
を
恵
与
に
導
き
、
し
か
も
そ
れ
な
し
に
は
恵
与
の
存
在

理
由
が
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
状
況
を
当
該
恵
与
と
切
り
離
し
て
は
考

え
ら
れ
な
い
場
合
、
事
実
審
の
裁
判
官
は
こ
の
恵
与
が
失
効
し
て
い

る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
次
に
判
決
の
全
訳
を
記
し
、
関
連
条
文
は
訳
注
に
お
い
て
紹
介
す

る
。　

「
一
九
八
七
年
一
一
月
一
八
日
に
リ
エ
ー
ジ
ゴ
控
訴
院
が
下
し
た

原
判
決
を
み
る
に
、

　
　
　
　
　
　
ユ
　

　
憲
法
九
七
条
違
反
を
い
う
上
告
理
由
第
一
点
に
つ
い
て
、

　
原
判
決
は
、
本
件
贈
与
の
コ
ー
ズ
は
、
当
事
者
に
将
来
課
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
た
相
続
税
を
軽
減
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
納

税
上
の
動
機
に
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
そ
れ
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

も
な
お
、
贈
与
の
コ
ー
ズ
は
、
Y
軌
Y
間
の
婚
姻
の
紐
帯
の
破
綻
と
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研究ノート

い
う
事
実
に
よ
り
変
質
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
す
る
。
そ
の
理
由

は
、
『
昭
は
、
財
産
取
俘
の
時
に
は
彼
の
母
親
A
の
法
定
承
継
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
ω
二
〇
〇
Φ
ω
ω
Φ
霞
慰
ひ
q
p
。
一
）
で
あ
り
、
A
の
死
亡
時
に
は
相
続
人
（
冨
亭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
訳
注
3
）

け剛

@
『
）
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
Y
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
推
定
承
継
人
（
ω
二
〇
〇
Φ
ω
ω
一
一
∪
一
①
）

の
配
偶
者
と
い
う
地
位
に
お
い
て
、
財
産
購
入
時
の
形
式
的
名
義
人

と
推
定
さ
れ
る
に
し
て
も
、
A
の
死
亡
時
に
は
す
で
に
そ
の
地
位
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
訳
注
4
）

な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
（
相
続
税
法
）
九
条
に
よ
る
擬
制
は
こ
の

者
に
は
す
で
に
適
用
さ
れ
得
な
か
っ
た
』
こ
と
、
『
そ
れ
ら
の
処
分

行
為
の
締
結
時
に
追
求
さ
れ
た
納
税
上
の
状
況
は
、
全
く
逆
に
、
A

の
死
亡
時
に
は
変
質
し
て
い
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
贈
与

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
訳
注
5
）

は
民
法
一
一
〇
八
条
と
一
＝
一
＝
条
を
根
拠
に
無
効
で
あ
り
か
つ
効

果
の
な
い
も
の
と
は
宣
言
さ
れ
え
な
い
。
』
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
X
は
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の

申
立
に
対
し
て
は
、
以
上
の
判
決
理
由
に
よ
っ
て
も
、
ま
た
原
判
決

の
他
の
い
か
な
る
判
決
理
由
に
よ
っ
て
も
、
回
答
さ
れ
て
い
な
い
。

す
な
わ
ち
、
『
語
の
法
的
意
味
に
お
け
る
こ
の
コ
ー
ズ
は
、
受
贈
二

間
に
離
婚
が
な
さ
れ
て
い
る
た
め
、
被
告
脇
に
対
し
て
ば
恵
与
の
効

果
を
決
し
て
生
じ
さ
せ
な
い
。
そ
し
て
、
亀
は
、
自
ら
が
相
続
税
の

納
税
義
務
者
と
な
る
こ
と
は
な
い
し
、
後
髪
財
産
（
p
。
o
£
⑪
け
ω
）
の
持

分
権
者
と
し
て
の
資
格
に
よ
っ
て
納
税
義
務
者
と
な
る
こ
と
も
あ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
離
婚
が
Y
の
有
責
原
因
に
よ
っ
て
判
決
さ

れ
た
か
ら
に
は
、
贈
与
の
際
に
贈
与
者
に
よ
っ
て
望
ま
れ
追
求
さ
れ

た
動
機
は
、
脇
の
フ
ォ
ー
ト
（
雷
撃
Φ
）
に
よ
り
、
そ
の
効
果
を
欠
く

に
至
る
。
』
し
た
が
っ
．
て
、
、
原
判
決
は
X
の
申
立
に
回
答
を
与
え
て

お
ら
ず
、
そ
の
判
決
を
適
切
に
理
由
付
け
て
い
な
い
。

　
X
は
、
当
時
は
夫
婦
で
現
在
は
離
婚
し
て
い
る
昭
ら
に
対
し
て
与

え
た
ユ
イ
と
リ
エ
ー
ジ
ュ
に
在
る
不
動
産
の
虚
有
権
の
贈
与
は
失
効

（
8
α
⊆
ρ
二
①
ω
）
し
た
と
申
し
立
て
、
第
二
審
の
主
請
求
と
し
て
、
こ

の
贈
与
の
『
推
進
的
か
つ
決
定
的
な
コ
ー
ズ
』
は
、
贈
与
者
の
死
亡

時
に
相
続
税
の
納
税
に
お
い
て
法
律
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
最
も
有
利

な
税
率
が
両
受
贈
者
に
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
納
税
上
の

理
由
で
あ
っ
た
と
主
張
し
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
当
該
贈
与
の
コ
ー

ズ
を
な
す
こ
の
『
納
税
上
の
理
由
』
、
は
、
Y
ら
の
婚
姻
と
い
う
状
態

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
考
慮
し
て
の
み
理
解
し
得
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
Y
の

有
責
原
因
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
離
婚
の
効
果
に
よ
り
、
そ
の
コ
ー

ズ
は
消
失
し
た
と
主
張
し
て
い
た
。

　
こ
の
第
一
の
抗
弁
に
つ
い
て
、
原
判
決
は
、
『
こ
の
コ
ー
ズ
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　

Y
，
・
Y
間
の
婚
姻
に
よ
る
紐
帯
の
破
綻
と
い
う
事
実
に
よ
り
、
不
存

在
あ
る
い
は
現
実
と
の
齪
館
が
生
じ
た
コ
ー
ズ
と
な
る
程
ま
で
に
は

変
質
し
な
か
っ
た
』
と
判
示
す
る
理
由
と
し
て
、
『
反
証
の
無
い
限
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り
、
相
続
税
法
典
九
条
に
よ
る
法
定
の
擬
制
が
適
用
さ
れ
る
た
め
に

は
、
そ
の
受
益
者
（
℃
9
ω
o
毒
①
ひ
q
轟
素
馨
Φ
）
ま
た
は
受
益
者
と
推
定

さ
れ
る
者
は
、
死
者
の
相
続
人
・
受
贈
者
・
受
遺
者
で
あ
る
か
ま
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
訳
注
6
）

は
民
法
典
九
一
一
条
最
終
項
及
び
一
一
〇
〇
条
の
意
味
で
の
形
式
的

名
義
人
と
み
な
さ
れ
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
…
本
件
の
被
告
Y

は
不
動
産
取
得
時
に
は
そ
の
母
親
A
の
法
定
承
継
人
で
あ
っ
て
、
死

亡
時
に
は
相
続
人
で
あ
っ
た
。
他
方
、
本
件
の
被
告
脇
は
推
定
相
続

人
の
配
偶
者
と
い
う
地
位
に
お
い
て
不
動
産
購
入
時
に
お
い
て
形
式

的
名
義
人
と
推
定
さ
れ
て
い
た
が
、
A
死
亡
の
日
に
は
も
は
や
そ
の

地
位
に
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
相
続
税
法
九
条
の
擬
制
は
も
は
や

脇
に
は
適
用
し
得
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
ら
の
処
分
行

為
の
締
結
の
際
に
追
求
さ
れ
た
納
税
上
の
状
況
は
、
全
く
逆
に
、
死

亡
の
際
に
は
変
質
し
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
一
九
八
六
年
七
月

三
日
の
控
訴
の
申
立
に
お
い
て
先
に
請
求
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
贈

与
は
民
法
一
一
〇
八
条
と
＝
三
一
条
に
基
づ
き
無
効
か
つ
効
果
の

な
い
も
の
と
は
宣
言
さ
れ
え
な
い
』
と
言
い
渡
し
た
。

　
こ
の
言
明
か
ら
す
れ
ば
、
控
訴
院
の
評
価
に
よ
る
と
、
要
点
を
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

え
ば
、
財
産
処
分
時
に
は
形
式
的
名
義
人
と
推
定
さ
れ
た
Y
は
、
X

の
配
偶
者
で
か
つ
積
の
母
で
あ
っ
た
A
の
死
亡
の
日
に
は
、
こ
の
死

亡
前
に
行
わ
れ
た
離
婚
の
た
め
も
は
や
そ
の
地
位
に
は
な
か
っ
た
と

い
う
理
由
で
は
、
贈
与
が
な
さ
れ
た
時
点
に
お
い
て
贈
与
の
コ
ー
ズ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
　
　
　
　
　
　

で
あ
っ
た
と
X
が
主
張
す
る
『
納
税
上
の
理
由
』
が
、
Y
・
Y
間
の

離
婚
の
効
果
に
よ
っ
て
『
不
存
在
あ
る
い
は
現
実
と
の
齪
蠕
が
生
じ

る
程
に
』
変
質
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
X
が
控
訴
理
由
に
よ
り
主
張
し
て
い
た
の
は
、
こ
の
離
婚
に
よ
っ

て
、
脇
は
い
か
な
る
資
格
に
お
い
て
も
、
元
義
母
で
あ
る
A
の
死
亡

を
原
因
と
す
る
相
続
税
の
納
税
義
務
者
で
は
も
は
や
あ
り
え
ず
、
そ

の
結
果
と
し
て
、
ユ
イ
と
リ
エ
ー
ジ
ュ
に
在
る
不
動
産
の
虚
有
権
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

贈
与
を
支
配
し
て
い
た
『
納
税
上
の
理
由
』
は
、
も
は
や
決
し
て
Y

に
対
し
て
効
果
を
生
じ
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
し
た
が
っ
て
、
控
訴
院
は
そ
の
申
立
に
は
回
答
を
与
え
な
か
っ

た
こ
と
に
な
る
。

　
上
告
理
由
の
第
一
に
は
根
拠
が
あ
る
と
認
め
る
。

　
民
法
一
一
〇
八
条
お
よ
び
一
＝
二
一
条
違
反
、
お
よ
び
主
に
一
，
○

八
八
条
、
一
五
九
二
条
、
一
七
二
二
条
、
一
七
四
一
条
、
一
八
六
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　

条
、
一
八
六
七
条
に
よ
り
認
め
ら
れ
て
い
る
、
法
律
行
為
の
コ
ー
ズ

あ
る
い
は
目
的
（
0
9
①
辞
）
の
消
失
の
場
合
の
失
効
に
関
す
る
一
般
原

則
の
違
反
に
関
す
る
、
上
告
理
由
の
第
二
に
つ
い
て
は
、

　
原
判
決
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
で
、
コ
ー
ズ
の
失
効
事
由
は
法
律

に
よ
っ
て
制
限
的
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
た
。
『
立
法
者
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は
、
贈
与
の
後
、
贈
与
を
動
機
付
け
た
婚
姻
が
成
立
し
な
か
っ
た
場

合
の
贈
与
の
失
効
事
由
を
は
っ
き
り
と
定
め
た
（
民
法
一
〇
八
八

条
）
。
離
婚
の
場
合
に
は
、
後
に
な
っ
て
解
消
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
婚
姻
を
考
慮
し
て
そ
の
贈
与
が
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
人
間
関

係
か
ら
及
び
一
定
の
側
面
か
ら
推
測
さ
れ
る
よ
う
な
贈
与
の
（
失
効

の
）
原
因
が
、
こ
の
法
規
定
に
付
加
し
て
演
繹
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

だ
が
、
婚
姻
の
紐
帯
の
停
止
の
場
合
に
、
そ
の
よ
う
な
贈
与
の
失
効

を
推
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
』
と
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
第
一
に
、
そ
れ
自
体
有
効
に
な
さ
れ
た
法
律
行

為
は
、
そ
の
締
結
の
後
に
コ
レ
ズ
が
消
失
し
た
場
合
に
失
効
し
、
こ

の
失
効
は
、
主
に
民
法
一
〇
八
八
条
、
一
五
九
二
条
、
一
七
二
二

条
、
一
七
四
一
条
、
一
八
六
五
条
お
よ
び
一
八
六
七
条
に
よ
っ
て
定

め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
原
則
は
贈
与
に
適
用
さ
れ
る
。
し
た

が
っ
て
原
判
決
は
、
『
法
規
定
に
付
加
し
て
、
離
婚
の
場
合
に
は
、
、

贈
与
の
失
効
の
原
因
が
演
繹
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
』
と
判
断
し
た
こ
と

に
よ
り
、
法
律
行
為
の
コ
ー
ズ
の
消
失
に
よ
る
失
効
の
一
般
原
則
を

誤
っ
て
解
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
（
主
に
一
〇
八
八
条
、
一
五
九

二
条
、
一
七
二
二
条
、
で
七
四
一
条
、
一
八
六
五
条
、
一
八
六
七
条

に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
、
法
律
行
為
の
コ
ー
ズ
あ
る
い
は
目
的

（
o
豆
①
け
）
の
消
失
に
よ
る
法
律
行
為
の
失
効
の
一
般
原
則
違
反
）
。

　
第
二
に
、
コ
L
ズ
は
契
約
の
本
質
的
要
素
で
あ
る
。
，
コ
ー
ズ
は
当

事
者
の
決
定
的
な
動
機
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、

契
約
締
結
の
際
に
当
事
者
の
心
を
動
か
し
た
動
機
が
、
契
約
の
形
成

後
に
、
債
務
を
負
ヶ
者
の
意
思
の
み
に
依
存
す
る
こ
と
の
な
い
出
来

事
に
よ
っ
て
消
失
す
る
時
、
契
約
は
そ
の
コ
ー
ズ
の
失
効
に
よ
っ
て

解
消
さ
れ
る
も
の
と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
婚
姻
と
い
う
状
態
お
よ
び
将
来
あ
り
う
る
相
続
税
の
徴
収
に
婚

姻
が
及
ぼ
す
影
響
を
考
慮
し
て
な
さ
れ
た
贈
与
は
、
婚
姻
の
紐
帯
の

停
止
の
場
合
に
は
失
効
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
原
判
決
は
、
婚

姻
を
考
慮
し
て
な
さ
れ
た
贈
与
の
効
力
は
、
婚
姻
の
紐
帯
の
停
止
に

よ
り
失
わ
れ
な
い
、
と
し
た
判
示
の
法
的
根
拠
を
示
し
て
い
な
い

（
上
告
理
由
第
二
に
示
さ
れ
た
全
て
の
規
定
の
違
反
）
。

　
本
理
由
の
全
体
に
関
し
て
、

生
前
の
、
あ
る
い
は
遺
言
に
よ
る
恵
与
の
コ
ー
ズ
は
、
専
ら
処
分

者
の
恵
与
の
意
図
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
動
機
の
な
か
で
も
、
主
に

処
分
者
の
心
を
支
配
し
、
処
分
者
を
贈
与
あ
る
い
は
遺
贈
を
す
る
よ

う
導
い
た
も
の
に
あ
る
（
要
旨
第
一
点
）
。
ま
た
、
贈
与
者
の
意
思
と

は
無
関
係
な
出
来
事
の
結
果
、
贈
与
の
決
定
的
な
理
由
が
欠
落
す
な

わ
ち
消
失
す
る
に
至
る
と
き
に
、
も
し
、
こ
の
処
分
行
為
の
文
言
自

体
あ
る
い
は
処
分
者
の
意
思
解
釈
か
ら
し
て
、
処
分
者
を
恵
与
に
導
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き
、
し
か
も
そ
れ
な
し
に
は
恵
与
の
存
在
理
由
が
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
状
況
を
当
該
恵
与
と
切
り
離
し
て
考
え
ら
れ
な
い
場
合
、
馳
事
実
審

の
裁
判
官
は
こ
め
恵
与
が
失
効
し
て
い
る
こ
七
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
（
要
旨
第
二
点
、
傍
線
筆
者
）
。

　
X
は
、
第
二
審
の
予
備
的
請
求
と
し
て
、
贈
与
の
維
持
は
、
贈
与

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
後
、
Y
と
Y
の
婚
姻
状
態
の
持
続
次
第
で
あ
っ
た
と
し
、
贈
与
の

『
撤
回
あ
る
い
は
解
除
』
を
求
め
た
。

　
原
判
決
は
、
『
贈
与
者
は
贈
与
を
条
件
な
い
し
負
担
（
o
o
琵
琶
菖
。
昌
ω
－

o
ゴ
費
ひ
q
Φ
ω
）
に
か
か
ら
し
め
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
ら
は
必
ず
し
も

受
贈
者
に
課
せ
ら
れ
た
給
付
で
あ
る
必
要
は
な
い
が
、
そ
の
遵
守
が

契
約
法
規
に
よ
っ
て
課
さ
れ
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
ぐ
、
そ
し
て
、
当

該
条
件
（
O
O
昌
α
山
け
一
〇
昌
）
が
不
怯
で
あ
、
る
と
非
難
さ
れ
え
噸
い
限
り
隅

特
に
、
離
婚
を
理
由
と
し
て
贈
与
を
失
効
さ
せ
る
よ
う
な
約
定
は
禁

じ
ら
れ
て
い
な
い
』
と
述
べ
た
後
、
X
の
抗
弁
を
次
の
よ
う
な
理
由

で
退
け
た
。
『
離
婚
の
場
合
に
は
、
後
に
な
つ
，
て
解
消
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
婚
姻
を
考
慮
し
て
そ
の
贈
与
が
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が

人
間
関
係
か
ら
及
び
一
定
の
側
面
か
ら
推
測
さ
れ
る
よ
う
な
贈
与
の

失
効
の
原
因
が
、
こ
の
法
規
淀
に
付
加
し
て
演
繹
懲
れ
る
で
あ
ろ

う
。
馳
だ
が
、
婚
姻
の
紐
帯
の
停
止
の
場
合
に
、
そ
の
よ
う
な
贈
与
の

失
効
は
推
定
さ
れ
得
な
い
。
』

　
こ
れ
ら
の
言
明
か
ら
、
控
訴
院
の
評
価
で
は
、
贈
与
の
失
効
は
、

当
該
行
為
に
溶
け
る
明
示
の
約
定
、
あ
る
い
は
法
律
に
よ
る
規
定
、

例
え
ば
国
も
し
婚
姻
が
成
立
し
な
か
っ
た
場
合
、
婚
姻
の
た
め
、
に
な

さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
贈
与
は
効
力
を
失
う
と
定
め
て
い
る
民
法
一
〇
八

八
条
の
場
合
の
よ
う
な
規
定
か
ら
し
か
生
じ
得
な
い
と
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
推
測
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
厳
格
す
ぎ
る
言

明
に
よ
っ
て
は
、
控
訴
院
は
そ
の
判
断
に
法
的
な
根
拠
を
与
え
て
い

な
い
。

　
し
た
が
っ
て
、
上
告
理
由
の
第
二
は
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
。

　
以
上
の
理
由
に
よ
り
、
破
殿
院
は
原
判
決
を
破
棄
す
る
。
破
棄
さ

れ
た
原
判
決
の
欄
外
に
本
判
決
を
記
載
す
る
よ
う
命
ず
る
。
訴
訟
費

用
に
つ
い
て
は
、
事
実
審
裁
判
官
に
よ
っ
て
裁
定
さ
れ
る
べ
く
、
こ

れ
を
留
保
す
る
。
本
件
を
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
控
訴
院
に
差
し
戻
す
。
」
：

（
1
）
’
ベ
ル
ギ
ー
の
現
在
の
税
法
に
つ
い
て
は
条
文
が
手
に
入
ら
ず
、
．

　
こ
こ
に
引
用
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
ご
海
容
い
た
だ
き
た
い
。
な

　
お
、
以
下
の
検
討
に
お
い
て
、
本
件
に
関
連
す
る
相
続
税
法
の
条
文

　
の
内
容
に
つ
い
て
は
下
ウ
・
パ
ー
ジ
ュ
の
概
説
書
（
＝
①
霞
凶
α
Φ

押
・
q
①
・
ぎ
鳶
“
書
中
誉
譜
譜
§
勘
ら
帖
蛇
革
い
鳴
追
口
ト
。
。
・
＜
。
＝
・

N
。
α
9
・
H
㊤
爲
）
の
梢
続
税
法
忙
関
す
る
部
分
（
昌
。
ω
①
◎
◎
Φ
件
ω
●
）
、
及
び

本
判
決
文
之
本
判
決
の
評
釈
（
後
掲
、
八
五
頁
注
辛
）
」
を
参
考
に
し
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た
。

　
　
　
　

（
2
）
　
Y
は
、
X
の
相
続
人
で
は
な
い
の
で
、
本
来
相
続
税
の
納
税
義

務
者
で
は
な
い
が
、
本
件
の
よ
う
な
場
合
、
Y
と
の
関
係
に
お
け
る

形
式
的
名
義
人
（
本
件
で
は
Y
の
配
偶
者
、
七
八
頁
注
3
参
照
）
と

－
い
う
地
位
に
お
い
て
納
税
義
務
者
と
な
り
う
る
。
後
述
、
七
八
頁
訳

注
4
参
照
。

（
3
）
　
本
判
決
に
お
い
て
は
、
相
続
税
法
と
の
関
連
で
、
民
法
九
一
一

条
・
一
一
〇
〇
条
（
訳
注
6
参
照
）
に
お
け
る
意
味
で
の
形
式
的
名

義
人
で
あ
る
（
U
Φ
℃
餌
o
q
ρ
愚
・
ミ
↓
昌
。
。
。
十
二
鵠
）
。

、（

�
高
P
）
　
〉
昌
．
㊤
メ
0
8
ω
簿
¢
鉱
。
昌
げ
2
α
q
①
”
《
↓
o
暮
甘
σ
q
①
ヨ
①
暮
①
ω
叶

　
旨
。
賦
く
0
・
＝
㊦
ω
辞
冒
8
§
鼠
①
昌
碧
陛
魯
8
ε
び
一
圃
ε
①
●
》

（
訳
注
2
）
　
《
ω
9
8
器
①
9
》
と
い
う
言
葉
は
、
相
続
人
（
げ
財
置
臼
）
へ

　
受
遺
者
（
観
ぴ
q
自
。
欝
蹄
Φ
）
、
例
外
的
承
継
人
（
ω
鋸
8
Φ
ω
ω
2
ユ
旨
①
o
q
巳
凶
臼
）

　
を
含
み
、
倉
巴
ユ
興
》
よ
り
も
広
い
意
味
を
持
つ
（
U
Φ
勺
①
σ
q
ρ

　
↓
§
融
噺
、
“
§
§
§
鳶
§
概
§
導
§
、
重
曹
蓉
．
リ
レ
逡
ρ
づ
。
目
）
。
本

　
判
決
文
に
お
け
る
《
ω
⊆
0
8
。
。
ω
Φ
霞
籏
σ
q
巴
》
は
、
相
続
開
始
ま
で
の

　
状
況
の
変
化
の
可
能
性
を
見
込
ん
だ
、
推
定
相
続
人
に
近
い
意
味
で

　
使
わ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
ゆ

（
訳
注
3
）
　
《
ω
⊆
8
Φ
霧
凶
巳
Φ
》
と
は
、
相
続
人
、
受
遺
者
、
受
贈
者
を

　
含
む
（
H
）
⑦
℃
①
、
σ
q
①
》
愚
・
ら
帖
、
こ
件
●
Q
◎
噂
く
O
一
●
H
℃
口
。
刈
切
）
。

（
訳
注
4
）
　
ベ
ル
ギ
ー
の
相
続
税
法
は
、
相
続
に
よ
る
権
利
移
転
の
み

　
な
ら
ず
、
相
続
を
見
越
し
て
行
わ
れ
る
が
贈
与
税
の
対
象
に
は
入
ら

　
な
い
よ
う
な
あ
る
種
の
生
前
行
為
に
よ
る
権
利
移
転
も
対
象
と
し
て

　
お
り
、
本
件
の
よ
う
に
、
被
相
続
人
と
な
．
る
べ
き
者
の
出
損
に
よ
り

不
動
産
が
取
得
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
推
定
相
続
人
や
、
そ
の

者
と
の
関
係
で
形
式
的
名
義
人
と
み
な
さ
れ
る
者
の
名
義
と
ざ
れ
、

用
溢
権
の
み
が
財
産
取
得
者
の
も
と
に
留
保
さ
れ
売
場
合
も
そ
れ
に

含
ま
れ
、
贈
与
税
で
は
な
く
、
相
続
税
の
課
税
の
対
象
と
な
る
。
こ

　
の
行
為
が
偽
装
贈
与
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
が
、
こ
こ
に
い
う
「
九
条

　
に
よ
る
擬
制
」
で
あ
ろ
う
（
“
ひ
ミ
‘
，
コ
。
ω
①
。
。
簿
ω
・
）
。

（
訳
注
5
）
　
ベ
ル
ギ
ー
民
法
＝
○
八
条
及
び
一
＝
一
＝
条
～
一
＝
二

　
三
条
は
コ
ー
ズ
に
関
す
る
条
文
で
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
一
一
〇

　
八
条
及
び
一
＝
一
＝
～
一
＝
二
一
二
条
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
以
下
に

原
文
及
び
邦
訳
を
掲
げ
て
お
く
。
な
お
、
邦
訳
は
『
現
代
外
国
法
典

叢
書
（
一
六
）
佛
蘭
西
民
法
［
m
］
財
産
取
得
法
「
（
二
）
』
（
田
中
周

友
執
筆
部
分
、
有
斐
閣
、
一
九
五
六
年
）
に
よ
る
。

〉
辱
目
O
。
。
”
《
O
轟
嘗
。
8
＆
三
8
ω
ω
。
暮
①
器
σ
謬
ユ
2
｝
Φ
ω
℃
9
二
餌

　
く
巴
置
一
階
血
．
⊆
謬
①
6
0
恥
く
①
昌
鉱
O
コ
“
　
　
　
　
9
　
　
　
　
　
　
　
1

　
　
　
　
い
①
8
湯
Φ
三
①
ヨ
①
簿
9
一
帥
冒
①
「
ユ
①
ρ
三
ω
．
o
ぴ
一
一
ひ
q
2

　
　
　
　
ω
偶
＄
切
8
津
0
α
0
8
葺
「
β
。
9
Φ
コ

　
　
　
　
d
昌
　
o
倉
造
　
8
コ
鋤
営
ρ
巳
　
h
o
『
ヨ
①
　
一
m
　
∋
9
剛
財
①
9

　
　
　
　
一
、
①
ロ
o
q
鋤
o
q
①
ヨ
〇
三
王

　
　
　
　
d
器
。
窪
ω
Φ
一
惹
9
α
碧
ω
一
．
o
げ
一
一
σ
q
鋤
ユ
8
●
》

〉
暮
」
一
ω
一
”
含
、
o
げ
一
茜
的
ユ
8
ω
雪
ω
o
碧
ω
ρ
〇
二
ω
霞
量
o
h
窪
沼
①

　
8
二
ω
①
ザ
。
賃
ω
霞
¢
器
8
¢
器
凶
一
＝
6
凶
け
①
性
器
需
三
”
＜
o
貯
①
¢
2
づ

　
①
哺
2
●
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

　
》
唇
一
一
ω
b
。
∴
《
U
四
〇
8
＜
〇
三
八
8
コ
”
①
ω
件
9
ω
ヨ
。
ぎ
ω
＜
巴
①
三
ρ

　
ε
o
凶
ε
巴
m
o
p
。
二
ω
Φ
ロ
、
2
ω
o
搾
忘
ω
①
×
嘆
冨
伽
①
セ

》
注
目
ω
。
。
“
含
p
。
8
信
連
8
二
一
一
一
。
凶
件
ρ
ρ
§
鼠
巴
①
①
ω
6
「
。
露
9
①
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冨
二
巴
9
ρ
§
民
巴
Φ
①
ω
梓
8
三
邑
「
①
き
×
9
§
①
ω
ヨ
8
自
お
。
億

コ
口
、
o
a
お
腰
要
ρ
》

　
　
＝
○
八
条
　
「
次
ノ
四
条
件
ハ
合
意
ノ
有
効
性
二
対
ス
ル
本
質
的

　
ナ
ル
モ
ノ
ナ
リ

　
　
　
義
務
ヲ
負
フ
当
事
者
ノ
承
諾

　
　
　
其
ノ
契
約
締
結
ノ
能
力

　
　
　
拘
束
ノ
内
容
ヲ
構
成
ス
ル
モ
ノ
ノ
確
定
セ
ル
対
象

　
　
　
債
務
関
係
二
診
ケ
ル
適
法
ナ
ル
原
因
」

　
　
一
＝
一
＝
条
「
原
因
無
キ
、
或
ハ
虚
偽
ノ
原
因
二
基
キ
、
或
ハ
不

法
ノ
原
因
二
基
ク
債
務
関
係
ハ
、
何
等
ノ
効
果
ヲ
モ
有
ス
ル
コ
ト
ヲ

得
ズ
」

　
　
＝
三
二
条
　
「
合
意
ハ
、
仮
令
其
ノ
原
因
が
之
二
表
示
セ
ラ
レ
ザ

　
ル
ト
キ
ト
錐
モ
、
有
効
ナ
ル
コ
ト
ヲ
減
ゼ
ラ
ル
ル
コ
ト
ナ
シ
」

　
　
一
＝
三
二
条
　
「
原
因
ハ
、
法
律
曲
率
リ
テ
禁
ゼ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ナ

　
ル
ト
キ
、
善
良
ナ
ル
風
俗
又
ハ
公
ノ
秩
序
二
反
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
ト
キ

　
ハ
、
不
法
ナ
リ
」

（
訳
注
6
）
　
ベ
ル
ギ
ー
民
法
九
，
＝
条
及
び
一
一
〇
〇
条
も
、
フ
ラ
ン

　
ス
民
法
九
＝
条
、
一
一
〇
〇
条
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
以
下
に
原

文
を
紹
介
す
る
。

b
辱
O
＝
…
《
↓
o
旨
①
島
ω
b
o
ω
凶
一
曲
8
鍵
只
。
津
臨
、
巷
ぎ
＄
冨
巨
①

ω
①
鑓
口
邑
ρ
8
律
ρ
⊆
、
8
冨
ほ
α
q
巳
ω
Φ
ω
8
ω
富
8
円
日
Φ
α
．
§

　
O
O
昌
叶
「
四
神
　
O
旨
0
「
⑦
口
×
博
　
ω
O
潔
　
ρ
に
、
O
昌
　
一
m
　
h
p
o
ω
ω
①
　
ω
〇
二
ω
　
一
①
　
コ
O
ヨ
　
α
①

　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

　
需
「
ω
o
昌
器
ω
ヨ
8
壱
。
ω
①
①
。
D
．

　
　
　
　
　
　
Q
D
①
「
O
昌
叶
吋
仙
冒
二
θ
①
ω
O
①
「
ω
O
昌
昌
①
ω
一
づ
梓
①
弓
O
ω
仙
O
ω
一
Φ
ω
づ
α
「
①
①
梓

　
ヨ
α
「
①
噂
一
Φ
ω
①
口
胤
p
o
昌
辞
ω
①
梓
匹
Φ
ω
O
①
昌
α
鋤
づ
什
ρ
①
け
一
匹
①
冒
O
⊆
×
ユ
①
剛
鋤
℃
①
「
ω
O
口
。

器
ヨ
＄
冨
巨
。
・
》

≧
件
」
さ
O
“
《
ω
2
0
簿
「
9
暮
①
①
ω
臥
蚕
餅
弓
臼
。
。
8
器
巴
昌
§
・

層
。
ω
ひ
①
ω
し
①
ω
α
o
爵
け
凶
8
ω
ユ
①
一
、
§
α
①
ω
9
2
×
き
×
2
富
三
ω
3
鋤

一．

i
α
①
ω
魯
貯
暮
ω
α
①
一
、
鋤
9
話
．
9
。
莫
奮
諺
α
”
§
碧
嘗
Φ

　
ヨ
鋤
『
一
p
ρ
α
q
①
》
Φ
件
　
O
①
＝
O
ω
h
”
津
①
ω
　
℃
帥
「
　
一
Φ
　
α
O
営
p
o
け
①
¢
『
　
僧
二
×
　
O
鋤
『
①
づ
蒔
ω

α
8
二
、
き
需
Φ
9
0
黄
ω
Φ
鑓
ほ
捧
剛
①
「
箕
⑪
ω
o
難
事
訂
ε
o
g
自
巴
鋤

　
α
O
づ
引
け
一
〇
舌
触
Φ
旨
O
O
「
O
ρ
二
①
6
①
亀
①
b
晶
晶
①
「
昌
層
二
一
け
噂
O
凶
昌
樽
ω
＝
「
〈
O
O
口
餅
の
O
昌

冨
お
暮
α
o
融
琶
「
ρ
》

（
訳
注
7
）
　
一
〇
八
八
条
は
婚
姻
の
た
め
に
な
さ
れ
た
生
前
贈
与
に
関

す
る
規
定
、
一
五
九
二
条
は
売
買
に
お
け
る
価
格
の
決
定
に
関
す
る

規
定
で
あ
り
、
文
頭
の
含
》
は
価
格
（
O
コ
×
）
を
指
す
（
一
五
九

　
　
一
条
参
照
）
。
一
七
ニ
ニ
条
と
一
七
四
一
条
は
賃
貸
借
契
約

　
　
（
o
o
三
寸
併
O
①
一
〇
爵
σ
q
Φ
）
の
目
的
物
の
滅
失
に
関
す
る
規
定
、
一
八

六
五
条
、
一
八
六
七
条
は
組
合
の
終
了
原
因
に
関
す
る
規
定
で
あ

　
る
。
後
二
者
を
除
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
同
条
と
全
く
同
じ
で

あ
る
。
以
下
に
原
文
を
紹
介
す
る
。

≧
け
」
O
。
。
。
。
”
《
↓
。
暮
。
α
8
讐
一
8
霞
け
①
窪
融
く
①
霞
含
ヨ
碧
一
鋤
o
q
①

ω
Φ
冨
8
含
ρ
¢
ρ
の
＝
Φ
ヨ
巴
鋤
伽
q
①
口
。
。
。
．
①
昌
ω
葺
冨
ω
●
》

〉
「
件
」
切
㊤
・
。
“
倉
需
旨
。
8
Φ
昌
紆
三
書
巴
争
訟
麗
姿
．
費
葺
♂
。
q
。

α”

?
ユ
Φ
「
碧
ω
＝
2
尋
ω
器
く
①
葺
8
器
℃
2
瓜
蹄
巴
、
①
ω
甑
ヨ
餌
二
β

＝
昌
、
《
鋤
b
。
巨
α
Φ
＜
。
葺
①
．
》

≧
け
」
謁
N
“
《
Q
。
押
冨
白
き
け
一
二
。
含
融
①
含
げ
①
間
こ
鋤
。
ぎ
ω
①
一
〇
忌
Φ

　
①
ω
θ
α
伽
樽
「
二
律
①
Φ
口
什
O
件
簿
＝
再
O
b
①
「
O
節
ω
h
O
昌
9
一
戸
一
〇
ぴ
鋤
凶
一
①
ω
け
『
0
ω
一
一
凶
0

α
①
覧
①
宣
曾
。
津
旧
ω
口
曳
①
旨
①
ω
同
町
爲
巳
8
ε
、
2
冨
三
①
」
①

　
b
「
①
昌
①
二
「
娼
①
⊆
戸
ω
＝
曰
く
鋤
づ
け
一
①
ω
6
一
N
O
O
昌
ω
け
電
路
O
①
ρ
匹
①
ヨ
自
。
口
α
O
『
O
口
二
昌
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＆
邑
妻
鉱
8
臼
凛
ヌ
。
⊆
一
鋤
み
巴
貯
江
8
ヨ
⑪
ヨ
①
曾
げ
巴
一
．

U
雪
巴
．
§
Φ
二
．
鍵
q
Φ
8
ω
』
昌
、
団
巴
凶
2
助
p
。
二
〇
§
ほ
α
o
§
ヨ
鋤
ひ
q
Φ
ー

ヨ
窪
什
・
》

．
〉
昌
」
躍
…
《
い
Φ
8
葺
妙
巳
①
喜
鋤
ぴ
q
Φ
ω
①
勢
。
⊆
ε
’
。
二
9
b
①
幕

α
①
す
9
0
ω
巴
。
融
ρ
簿
冨
ユ
①
ユ
ひ
｛
薮
＝
①
呂
①
o
ユ
h
臼
σ
巴
一
2
『
①
け

臼
只
窪
2
＆
Φ
お
ヨ
旨
二
①
広
議
窪
α
q
四
α
q
§
Φ
霧
’
》

〉
凹
目
。
。
①
臼
《
冨
ω
8
凶
⑪
融
h
一
葺
導
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
　
H
。
，
霊
二
、
①
×
且
「
巴
8
含
8
ヨ
℃
ω
宕
霞
一
8
⊆
三
巴
①
鋤
伽
鼠

　
　
　
　
　
O
O
9
轟
O
鼠
Φ
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
℃

　
　
　
卜
。
。
譲
二
、
①
×
門
口
＆
自
血
巴
⇔
。
ぎ
ω
ρ
〇
二
一
鋤
8
霧
。
ヨ
ヨ
9
。
辞
δ
口

　
　
　
　
　
鳥
巴
鋤
忌
ひ
q
o
o
冨
二
〇
三

　
　
　
。
。
。
℃
鋤
二
①
B
o
昌
爵
ε
「
Φ
＝
Φ
α
①
ρ
器
δ
二
、
巨
9
ω
餌
沼
○
。
敏
2

　
　
　
ら
。
℃
帥
二
．
ぎ
8
a
律
鉱
8
8
冨
鼠
8
コ
津
山
⑦
α
巴
、
鐸
昌
匹
、
2
×
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
曽

　
　
　
切
。
霊
亀
鋤
く
9
8
鼠
ε
”
§
。
・
Φ
巳
8
覧
⊆
匹
①
霞
ω
Φ
×
二
四
Φ
簿

　　

@　

@
α
2
．
⑪
幕
暑
ω
窪
ω
8
堅
0
6
》
　
，

≧
け
」
。
。
①
ゴ
《
い
。
お
ε
巴
、
彗
α
①
ω
器
ω
。
。
酵
ロ
。
胃
σ
巨
。
。
匹
①
ヨ
①
葺
①

魯
8
3
ヨ
§
訂
肩
8
忌
鼠
α
．
§
①
畠
駐
p
冨
三
二
①
ω
二
冥
①
壼
①

四
爵
暮
ε
巴
鋤
a
ω
Φ
Φ
ロ
ω
o
律
σ
跨
Φ
9
鼠
ρ
ε
春
里
鋤
．
臼
ω
ω
9
，
鼠
8

9
，
「
冨
ω
g
圃
霰
冨
ヰ
巷
℃
。
再
鋤
辞
2
巴
①
ω
9
ω
ω
8
酵
．

　　

@
　
．
冨
ω
8
鄭
ひ
6
ω
鼠
α
q
幕
ヨ
①
昌
＆
凶
ω
ω
。
暮
Φ
α
睾
ω
榊
8
ω
剛
①
ω
8
ω

B
＝
趙
貧
一
団
’
。
g
。
ω
①
”
巨
ω
ε
①
亙
。
巳
馨
g
①
ω
Φ
⊆
竃
鼠
芯

巳
ω
①
g
8
ヨ
昆
p
①
ε
器
鼠
b
『
8
垂
直
Φ
器
ω
貫
①
縁
巴
①
づ
ω
冨

∋
巴
5
ユ
①
一
、
垂
垂
o
o
猷
ω
・

　　

@　

@
§
圃
ω
冨
§
凶
黙
ゴ
”
①
ω
榊
冨
ψ
8
暑
g
冨
ユ
趙
臨
け
＆
①
冨

9
・
ψ
①
α
。
葺
．
三
嘆
。
9
ひ
融
①
α
曾
黙
鋤
”
宮
忌
。
餅
冨

ω
8
鄭
0
・
》

一

検

討

r

　
　
e
、
ま
ず
、
コ
凋
ズ
理
論
に
つ
き
簡
単
に
説
明
す
る
。

　
　
ベ
ル
ギ
ー
民
法
典
が
、
契
約
の
有
効
要
件
を
定
め
る
＝
・
○
八
条

に
お
い
て
承
諾
（
O
O
5
ω
Φ
口
け
O
ヨ
①
昌
け
）
・
契
約
締
結
能
力
（
o
巷
鋤
。
凶
鼠
α
①

o
O
耳
鈷
9
臼
）
・
目
的
（
0
9
Φ
け
）
の
3
つ
に
加
え
て
コ
ー
ズ
を
挙
げ
、

一
＝
一
＝
条
～
一
・
＝
壬
二
条
に
よ
り
コ
ー
ズ
に
つ
い
て
定
あ
て
い
る

こ
と
に
つ
・
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
と
い
さ
さ
か
の
違
い
も
な

（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
T

い
。
コ
ー
ズ
は
複
雑
な
沿
革
を
持
つ
概
念
で
あ
る
が
、
民
法
の
歴
史

を
共
有
す
る
フ
ラ
ン
ス
と
ベ
ル
ギ
ー
の
間
で
は
、
コ
ー
ズ
理
論
に
つ

い
て
学
説
が
相
互
に
引
用
さ
れ
て
お
り
、
議
論
状
況
に
大
き
な
違
い

は
な
い
．
と
み
て
よ
さ
そ
う
で
あ
（
都
．
・

　
　
フ
ラ
ン
ス
・
ベ
ル
ギ
」
の
一
般
的
な
学
説
に
」
よ
れ
ば
貸
コ
ー
ズ
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

論
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。
．
民
法
＝
○
八
条
に
よ
り
、
．
コ
ー

ズ
は
契
約
の
有
効
要
件
の
一
つ
と
さ
．
れ
る
。
ユ
レ
ズ
の
定
義
と
し
て

様
々
書
．
募
薯
れ
る
が
、
疲
逃
、
当
事
者
が
契
約
か
を
す
歪

至
る
原
因
す
な
わ
ち
目
的
（
び
9
）
で
あ
る
七
考
え
ら
れ
て
い
る
。

コ
ー
ズ
概
念
は
ふ
そ
の
機
能
に
お
い
て
二
面
的
に
説
明
さ
れ
る
。
一
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つ
は
、
、
客
観
的
コ
斗
ズ
（
あ
る
い
は
抽
象
的
コ
・
ー
ズ
）
と
呼
ば
れ
る
も

の
で
、
契
約
の
種
類
に
よ
り
定
ま
る
っ
双
務
契
約
を
例
に
と
る
と
、
．

相
手
方
の
な
す
反
対
給
付
を
得
る
と
い
う
目
的
が
コ
「
ズ
で
あ
る
。

も
う
一
つ
は
、
主
観
的
コ
ー
ズ
（
あ
る
い
は
具
体
的
コ
ー
ズ
）
．
と
呼
ば

れ
る
も
の
で
、
，
契
約
の
種
類
に
か
か
わ
ら
ず
、
推
進
的
か
つ
決
定
的

な
動
機
（
ヨ
。
窪
①
冒
b
巳
ω
咤
Φ
け
鼠
8
「
邑
き
導
）
・
で
あ
る
。
前
者

に
よ
っ
て
は
当
事
者
間
の
衡
平
が
、
後
者
に
よ
っ
て
は
契
約
の
合
法

性
・
道
徳
性
が
担
保
さ
れ
る
。

　
⇔
　
コ
ー
ズ
理
論
は
、
条
文
で
は
契
約
に
つ
い
て
の
み
定
め
ら
れ

て
い
る
が
、
遺
贈
な
ど
契
約
以
外
の
法
律
行
為
に
も
適
用
さ
れ
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

と
が
学
説
6
判
例
に
よ
り
認
め
ら
れ
て
い
る
ゆ
し
か
し
、
無
償
行
為

た
る
恵
与
の
客
観
的
コ
ー
ズ
に
関
し
て
は
、
畳
め
法
律
行
為
の
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

と
は
異
質
な
問
題
が
存
す
る
。
－
有
償
双
務
契
約
に
お
け
る
債
務
者
と

異
な
り
、
恵
与
に
お
け
る
債
務
者
は
反
対
給
付
を
受
け
る
こ
と
な
く

し
て
債
務
を
負
う
か
ら
で
あ
る
。
，
双
務
契
約
に
お
い
て
は
反
対
給
付

と
さ
れ
る
客
観
的
コ
ー
ズ
は
、
恵
与
に
お
い
て
は
、
恵
与
の
意
図

（
一
】
P
什
Φ
b
「
樽
一
〇
］
P
一
型
り
伽
『
鋤
一
Φ
）
、
つ
ま
り
対
価
を
受
け
取
ら
ず
に
相
手
方
に

財
を
与
え
る
意
思
で
あ
る
と
一
般
に
説
明
さ
れ
る
。
し
か
し
Z
の
定

義
億
、
か
つ
て
の
コ
ー
ズ
不
要
論
者
に
よ
る
指
摘
の
と
お
り
、
コ
ー

ズ
の
存
在
・
不
存
在
が
問
わ
れ
る
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
実
質
的
な

存
在
意
義
を
ほ
と
ん
ど
持
た
な
い
。
恵
与
の
意
図
は
、
実
際
上
、
恵

与
の
承
諾
（
O
O
昌
ω
Φ
昌
叶
Φ
目
P
Φ
昌
什
）
と
違
い
が
な
く
、
承
諾
は
恵
与
が
存

在
す
る
限
り
必
ず
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
恵
与
に
お
い
て
は
、
他
の
法
律
行
為
の
場
合
と
比

べ
、
「
推
進
的
か
つ
決
定
的
な
動
機
」
た
る
コ
ー
ズ
が
よ
り
大
き
な

役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
コ
ー
ズ
の
不
法
性
あ
る
い

は
不
道
徳
性
が
問
わ
れ
る
時
の
み
な
ら
ず
、
コ
可
ズ
の
存
在
が
問
わ

れ
る
場
合
に
も
「
推
進
的
か
つ
決
定
的
な
動
機
」
の
概
念
は
広
げ
ら

れ
、
恵
与
の
コ
ー
ズ
は
恵
与
の
意
図
だ
け
で
は
説
明
で
惑
な
い
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
認
め
ら
れ
て
き
た
つ
ベ
ル
「
ギ
ー
で
は
本
判
決
に
よ
り
困
判
例
上
初

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

め
て
恵
与
の
コ
」
ズ
が
明
確
な
言
葉
で
定
義
さ
れ
た
9
す
な
わ
ち
、

恵
与
の
コ
ー
ズ
は
恵
与
の
意
図
の
み
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
「
主
に

処
分
者
の
心
を
支
配
し
、
処
分
者
を
贈
与
あ
る
い
は
遺
贈
を
す
る
よ

う
導
い
た
と
こ
ろ
の
動
…
機
（
ヨ
。
げ
＝
①
ρ
⊆
＝
げ
甘
ω
且
み
冒
貯
。
昼
巴
①
・

ヨ
Φ
三
9
ρ
ζ
二
、
僧
0
8
α
巳
け
助
α
o
昌
昌
Φ
「
o
g
帥
辰
讐
O
『
）
」
に
あ
る
と

明
確
に
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
日
　
本
事
案
に
お
い
て
贈
与
の
コ
ー
ズ
と
さ
れ
た
も
の
は
具
体
的

に
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
X
が
コ
ー
ズ
と
し
て
主
張
す
る
の
は
、
「
「
贈
与
者
の
死
亡
時
に
相

続
税
の
納
税
に
お
い
て
法
律
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
最
も
有
利
な
税
率
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が
両
受
贈
者
に
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
納
税
上
の
理
由
し

で
あ
り
、
控
訴
院
は
、
コ
ー
ズ
が
「
当
事
者
に
将
来
課
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
と
思
わ
れ
た
相
続
税
を
軽
減
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
納
税
上

の
動
機
に
存
在
し
て
い
た
」
と
認
め
た
。

　
X
は
、
自
分
の
出
掲
で
購
入
し
た
二
件
の
不
動
産
に
つ
き
、
用
益

権
に
つ
い
て
は
X
夫
婦
に
留
保
し
、
所
有
権
に
つ
い
て
は
息
子
夫
婦

　
　
　
　
　
　
　
　

Y
・
Y
の
名
義
と
し
た
。
X
名
義
の
登
記
を
経
な
か
っ
た
と
思
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
　
　
　
　
　
　

る
こ
の
所
有
権
設
定
が
、
Y
・
Y
夫
婦
へ
の
虚
有
権
の
贈
与
と
さ
れ

る
。
相
続
税
法
九
条
に
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
生
前
行
為
は
相
続
税
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

課
税
対
象
と
な
る
よ
う
で
あ
る
が
、
も
し
贈
与
税
率
の
方
が
相
続
税

率
よ
り
高
い
の
で
あ
れ
ば
、
通
常
の
贈
与
を
行
う
よ
り
も
虚
有
権
贈

与
に
し
た
方
が
、
納
税
義
務
者
に
と
っ
て
は
有
利
で
あ
る
。
い
ず
れ

に
し
て
も
相
続
が
開
始
す
れ
ば
相
続
税
は
課
税
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

が
、
相
続
税
法
一
二
条
に
よ
っ
て
、
用
益
権
が
被
相
続
人
に
よ
り
実

際
に
享
受
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
立
証
さ
れ
る
と
相
続
税
の
課
税
額
算

出
の
基
礎
が
減
額
さ
れ
る
た
め
、
実
質
的
に
は
こ
の
利
益
が
贈
与
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
念
頭
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
・
い
ず
れ
に
し
て
も
、
本
件
虚
有
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
　
　
　
　
　
ワ
ロ

の
生
前
贈
与
は
、
納
税
に
お
け
る
Y
・
Y
の
利
益
を
考
慮
し
て
の
処

分
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
、
X
が
コ
ー
ズ
と
し
て
主
張
す
る
「
納
税
上

の
理
由
」
、
及
び
控
訴
審
に
よ
っ
て
コ
ー
ズ
と
認
め
ら
れ
た
「
納
税

上
の
動
機
」
と
は
、
こ
の
考
慮
を
指
す
。
坦
坦
院
も
、
控
訴
審
の
こ

の
よ
う
な
コ
ー
ズ
の
認
定
に
つ
い
て
は
特
に
問
題
と
し
て
い
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
形
で
認
め
ら
れ
た
コ
ー
ズ
で
あ
る
が
、
．
そ
れ
が
消
失

し
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
控
訴
院
と
破
殿
院
で
判
断
が
分
か
れ

る
。　

虚
有
権
設
定
の
四
年
後
の
一
九
八
一
年
中
第
一
の
不
動
産
に
つ
い

て
は
設
定
よ
り
七
年
後
の
可
能
性
も
あ
る
）
に
、
ぬ
の
有
責
原
因
に

　
　
　
　
ワ
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ワ
　

よ
り
Y
・
Y
の
離
婚
が
言
い
渡
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
Y
は
本
件

不
動
産
の
推
定
相
続
人
で
あ
る
Y
の
配
偶
者
と
い
う
地
位
を
失
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

従
っ
て
、
本
件
贈
与
に
よ
っ
て
Y
・
Y
に
課
さ
れ
る
税
額
を
減
ら
そ

う
と
い
う
目
論
見
も
、
少
な
く
と
も
協
に
関
し
て
は
意
味
の
な
い
も

の
と
な
っ
た
（
呂
に
つ
い
て
は
税
法
の
規
定
に
よ
っ
て
は
依
然
と
し

て
利
益
が
あ
る
場
合
も
考
え
ら
れ
る
が
定
か
で
は
な
い
）
。

　
し
か
し
原
判
決
は
、
コ
ー
ズ
で
あ
る
「
納
税
上
の
理
由
」
は
、

ユ
　
　
　
　
　
　
り
の

Y
・
Y
の
婚
姻
の
破
綻
に
よ
っ
て
存
在
し
な
く
な
る
ほ
ど
、
あ
る
い

は
現
実
と
の
齪
酷
が
生
じ
た
コ
ー
ズ
に
な
る
ほ
ど
ま
で
に
は
変
質
し

な
か
っ
た
と
す
る
。
そ
の
理
由
は
あ
ま
り
明
確
と
は
い
え
な
い
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ワ
ロ

要
す
る
に
、
Y
・
Y
が
負
担
す
べ
き
相
続
税
の
軽
減
を
図
る
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

コ
ー
ズ
で
あ
る
な
ら
ば
、
Y
・
Y
の
婚
姻
の
破
綻
に
よ
っ
て
Y
は
相

続
税
の
納
税
義
務
者
た
る
地
位
を
の
が
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
も
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そ
も
脇
の
負
担
を
軽
減
す
る
と
い
う
意
味
で
の
コ
ー
ズ
は
、
存
在
し

な
く
な
る
か
、
あ
る
い
は
現
実
と
の
齪
酷
が
生
じ
た
も
の
に
な
る
ほ

ど
（
つ
ま
り
税
負
担
が
軽
減
さ
れ
な
い
か
、
逆
に
増
加
す
る
な
ど
の

状
態
に
ま
で
は
）
変
質
し
な
か
っ
た
、
と
考
え
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
に
対
し
て
破
殿
院
は
、
原
判
決
は
X
の
主
張
に
回
答
を
与
え

て
お
ら
ず
、
そ
の
判
断
を
法
律
上
正
当
化
し
て
い
な
い
と
し
、
本
件

と
の
関
連
で
は
、
婚
姻
と
い
う
状
態
お
よ
び
将
来
あ
り
う
る
相
続
税

の
徴
収
に
婚
姻
が
及
ぼ
す
影
響
を
考
慮
し
て
な
さ
れ
た
贈
与
は
婚
姻

の
紐
帯
が
停
止
し
た
場
合
に
は
失
効
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
判
断
を

示
し
た
。
結
果
的
に
、
索
出
院
は
本
件
贈
与
の
コ
ー
ズ
の
消
失
を
認

め
た
こ
と
に
な
る
。

　
四
　
し
か
し
な
が
ら
、
本
件
で
コ
ー
ズ
と
さ
れ
た
「
納
税
上
の
理

由
」
は
、
コ
ー
ズ
概
念
の
本
来
の
意
味
に
合
致
す
る
「
推
進
的
か
つ

決
定
的
な
動
機
」
た
り
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
そ
も
そ
も
コ
ー
ズ
は
、
概
念
の
歴
史
的
な
展
開
か
ら
鑑
み
る
に
、
ド

法
律
行
為
を
行
う
者
が
な
ぜ
債
務
を
負
う
か
と
い
う
こ
と
を
合
理
的

・
に
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
推
進
的
か
つ
決
定
的

な
動
…
機
」
と
い
う
言
葉
も
そ
の
脈
絡
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で

あ
り
、
安
易
に
動
機
と
い
う
言
葉
に
重
き
を
お
い
て
意
味
を
拡
げ
る

　
　
　
　
　
　
り
　

べ
き
で
は
な
い
。
確
か
に
、
反
対
給
付
の
存
在
し
な
い
恵
与
に
お
い

て
は
特
に
、
債
務
負
担
の
合
理
的
な
理
由
を
個
別
具
体
的
な
事
情
に

見
出
だ
す
他
は
な
い
が
、
そ
れ
は
、
恵
与
の
背
景
と
な
っ
た
事
情
の

全
て
が
コ
ー
ズ
す
な
わ
ち
「
推
進
的
か
つ
決
定
的
な
動
…
機
」
と
な
り

う
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
・

　
こ
れ
を
本
件
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
コ
ー
ズ
と
さ
れ
た
「
納
税
上
の

理
由
」
は
相
続
税
の
負
担
軽
減
と
い
う
受
贈
者
の
利
益
で
あ
る
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ら
、
そ
れ
だ
け
で
は
贈
与
者
X
が
Y
・
Y
に
対
し
て
な
ぜ
見
返
り
も

な
く
債
務
を
負
っ
た
か
と
い
う
こ
と
の
合
理
的
な
説
明
に
は
な
ら

ず
、
本
件
贈
与
の
背
景
と
な
っ
た
事
情
の
一
つ
で
は
あ
っ
て
も
コ
ー

ズ
と
は
言
え
な
い
。
コ
ー
ズ
の
本
来
の
意
味
に
立
ち
戻
り
、
債
務
負

担
の
合
理
的
な
理
由
を
考
え
て
み
る
と
、
Y
に
対
し
て
は
親
子
と
い

う
つ
な
が
り
が
、
X
の
債
務
負
担
を
説
明
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し

　
　
　

て
、
Y
に
つ
い
て
、
判
決
中
に
現
れ
る
限
ら
れ
た
事
実
関
係
か
ら
X

の
債
務
負
担
の
意
思
を
支
え
う
る
事
実
を
見
出
だ
す
と
す
れ
ば
、
そ

れ
は
亀
が
X
の
子
積
の
配
偶
者
で
あ
る
と
い
う
人
的
な
紐
帯
で
あ

る
。
脇
に
そ
の
地
位
を
通
じ
て
し
か
X
と
の
つ
な
が
り
が
な
か
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
す
れ
ば
、
X
は
Y
が
Y
の
配
偶
者
で
あ
る
か
ら
こ
そ
Y
を
受
益
者

に
加
え
た
こ
と
は
客
観
的
に
明
白
で
あ
る
し
、
脇
が
離
婚
に
よ
り
そ

の
地
位
を
失
っ
た
時
、
X
が
自
分
が
な
し
た
恵
与
の
効
果
が
生
じ
る

こ
と
に
不
合
理
さ
を
感
じ
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
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し
た
が
っ
て
、
債
務
者
X
が
な
ぜ
債
務
を
負
っ
た
か
を
合
理
的
に

説
明
す
る
べ
き
本
件
贈
与
の
コ
ー
ズ
は
、
脇
に
関
し
て
（
拠
、
警
分
配

へ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

偶
者
の
地
位
に
あ
る
脇
に
不
動
産
の
虚
有
権
及
び
相
続
税
の
支
払
い

に
お
い
て
の
利
益
を
得
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
コ
ー
ズ
概
念
の
本
来
の
意
味
を
ふ
ま
え
た
上
で
本
件
の
解
決
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
　
　
　
　
ワ
の

図
る
な
ら
ば
、
こ
の
コ
ー
ズ
が
Y
・
Y
の
離
婚
に
よ
り
消
失
し
、
そ

の
結
果
と
し
て
贈
与
が
効
力
を
失
う
と
い
う
構
成
を
と
る
べ
き
で
あ

り
、
そ
れ
は
本
件
の
事
実
関
係
か
ら
見
て
も
、
コ
ー
ズ
を
「
納
税
上

の
理
由
」
と
す
る
よ
り
説
得
力
の
あ
る
解
決
で
あ
ろ
う
。

　
㈲
　
あ
る
具
体
的
な
事
案
に
お
い
て
、
多
種
多
様
な
事
情
の
中
で

何
が
コ
ー
ズ
で
あ
る
の
か
、
言
い
換
え
れ
ば
、
恵
与
を
す
る
よ
う
恵

与
者
を
導
い
た
数
々
の
要
因
の
中
で
何
が
「
推
進
的
か
つ
決
定
的
な

動
機
」
と
言
え
る
程
の
も
の
で
あ
る
の
か
を
見
極
め
る
の
は
、
往
々

に
し
て
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
コ
ー
ズ
概
念
の
沿
革
に
基
づ
い
た

本
来
の
意
味
に
立
ち
戻
り
、
恵
与
者
が
な
ぜ
見
返
り
も
な
く
債
務
を

負
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
合
理
的
に
説
明
す
る
も
の
が
恵
与
の
コ
ー

ズ
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
、
コ
ー
ズ
と
そ
の
他
の
諸
事
情
と
の
区
別

は
、
自
ず
と
明
ら
か
に
な
ろ
う
。

　
本
件
の
よ
う
な
事
例
を
単
純
化
し
て
親
（
甲
）
か
ら
子
（
乙
）
の
配
偶

者
（
丙
）
へ
の
贈
与
の
場
合
を
考
え
て
も
困
他
に
甲
と
丙
と
の
間
に
、

甲
に
贈
与
を
決
意
さ
せ
る
よ
う
な
事
情
が
存
し
な
い
限
り
、
丙
が
甲

の
子
乙
の
配
偶
者
で
あ
る
と
い
う
人
的
な
紐
帯
が
あ
る
か
ら
こ
そ
甲

は
丙
に
対
し
て
債
務
を
負
担
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
し
、
そ
の

場
合
乙
と
丙
と
の
離
婚
に
よ
り
そ
の
よ
う
な
コ
ー
ズ
が
消
失
す
る
と

認
め
る
こ
と
も
困
難
で
は
な
い
。
本
件
の
よ
う
に
相
続
を
見
越
し
て

贈
与
が
な
さ
れ
、
相
続
税
の
軽
減
や
、
そ
の
他
登
記
手
続
の
簡
略
化

な
ど
の
目
的
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
コ
ー
ズ
で
は
な
く
、
贈

与
の
背
景
と
な
っ
た
一
事
情
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。（

1
）
　
前
述
、
七
八
頁
訳
注
5
参
照
。

（
2
）
　
ベ
ル
ギ
ー
古
法
は
ス
ラ
ン
ス
古
法
と
起
源
を
同
じ
く
し
て
い
た

　
た
め
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
が
ベ
ル
ギ
ー
に
持
ち
込
ま
れ
た
時
に
も
混

乱
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
（
頃
9
Ω
口
の
ω
①
昌
の
　
　
、
O
ら
　
　
ら
帖
、
　
　
　
　
　
　
　
　
℃
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
　
●
）
。
こ
の
こ
と
か

　
ら
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
以
前
の
コ
ー
ズ
理
論
の
展
開
も
両
国
に
共
通

　
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
3
）
　
フ
ラ
ン
ス
の
学
説
に
つ
い
て
は
前
掲
拙
稿
第
一
章
第
一
節
参

照
。
ベ
ル
ギ
ー
の
学
説
に
つ
き
以
下
の
文
献
を
参
照
。
O
①
℃
鋤
σ
q
ρ

　
S
§
帖
載
§
鳴
§
ミ
軌
ミ
§
織
こ
騨
9
ミ
N
ひ
三
曹
蒋
』
レ
㊤
ω
仁
”
づ
。
、
ミ
一
2

ω
∴
幻
①
鼠
U
Φ
犀
冨
【
ρ
、
愚
ら
蹄
重
代
こ
糠
9
蝕
軌
、
曾
曹
ト
N
レ
リ
♂
B
。

　
ミ
●

（
4
）
℃
●
＜
雪
O
ヨ
ヨ
①
ω
訂
α
q
げ
ρ
《
O
ぴ
ω
①
辱
巴
8
ω
ω
二
『
冨
け
ほ
9
a
①
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冨
8
⊆
ω
Φ
α
鋤
諺
一
9
甘
ユ
ω
二
二
α
Φ
口
8
曾
山
雪
巴
ρ
α
8
窪
づ
①
ヨ
。
α
Φ
『
・

　
口
①
》
”
沁
ミ
ミ
ら
ミ
避
§
§
冒
親
愛
ミ
譜
§
ミ
富
曹
藁
零
ρ
℃
・
ω
ω
O
．

（
5
）
　
恵
与
の
コ
ー
ズ
に
つ
い
て
前
掲
拙
稿
第
二
章
第
一
節
参
照
。

（
6
）
戸
倉
象
胃
管
《
ω
仁
8
①
器
一
〇
器
①
二
凶
げ
曾
呂
鼠
ω
》
”
肉
偽
§
Q
ミ
ミ
孚

　
、
蔑
乳
貯
§
叙
ミ
糠
9
ミ
N
℃
一
り
○
。
①
博
b
・
ω
零
脚
O
o
霞
α
①
o
鋤
ω
ω
鋤
鉱
。
コ

酔
き
O
巴
ω
ρ
肩
．
Φ
o
冨
∋
訂
①
〇
三
r
＝
ヨ
巴
這
。
。
9
肉
愚
鳴
§
ミ

　
b
量
ミ
鉾
一
㊤
。
。
9
費
什
●
ω
ω
①
。
。
①
導
口
。
目
8
旧
O
o
霞
9
＄
ω
ω
簿
δ
コ

　
げ
。
碍
①
し
．
。
9
餌
ヨ
耳
ρ
H
ω
8
＜
」
㊤
O
P
謁
鳴
ミ
馬
ら
ミ
鳶
ミ
§
冒
適
輸

、
ミ
§
ミ
偽
曾
曹
藁
ミ
ρ
O
b
・
ω
b
。
①
虫
ω
∴
O
o
ヨ
ヨ
尻
ω
δ
嵩
α
①
。
。
凶
恥
9
。
一
－

　
お
ω
Φ
霞
。
冨
g
器
ω
α
①
一
．
d
巳
。
⇒
ぎ
8
ヨ
①
鉱
。
口
巴
Φ
α
二
8
冨
ユ
二

三
ユ
p
沁
禽
§
8
§
縞
ミ
ミ
§
貯
§
留
8
§
“
§
砺
ミ
ト
詠
“
ミ
職
蕊
●

　
b
こ
糠
§
誉
§
ミ
帖
§
ミ
野
篭
e
“
ミ
b
さ
勘
8
愚
自
溝
げ
ド
O
●
①
ω
N
”
づ
。

　
一
◎
◎
S

（
7
）
ω
●
鰍
Z
巳
①
ヨ
巳
ρ
《
d
器
像
8
帥
広
8
①
ω
9
臣
坤
黒
闇
①
α
0

　
8
α
二
〇
凶
菰
眉
霞
一
①
臼
ω
b
鋤
ユ
什
δ
口
亀
Φ
ω
鋤
。
鋤
⊆
ω
ρ
ω
霞
く
㊦
ロ
⊆
①
℃
o
ω
融
・

　
ユ
窪
お
ヨ
Φ
耳
帥
冨
8
g
冨
ω
一
〇
コ
α
¢
8
暮
「
碧
噌
》
肉
冬
§
ら
註
肺
鳶
§

　
§
冒
慧
ミ
§
遮
聴
9
蒔
鳴
し
㊤
㊤
ρ
b
・
◎
。
一
●

（
8
）
　
前
述
、
七
八
頁
訳
注
4
参
照
。

（
9
）
奪
ミ
●
も
●
刈
P
8
8
（
b
。
）
旧
U
①
鯉
σ
q
ρ
§
ミ
．
ト
。
。
”
＜
o
一
」
も
。

　
胡
●（

1
0
）
　
前
掲
拙
稿
第
一
章
第
二
節
・
第
三
節
参
照
。

（
1
1
）
　
昭
に
つ
い
て
の
問
題
は
残
る
が
、
控
訴
院
も
機
殿
院
も
、
積
へ

　
　
　
　
　
　

　
の
贈
与
と
Y
へ
．
の
贈
与
を
分
け
て
考
え
る
こ
と
は
し
て
お
ら
ず
、
X

　
の
訴
え
の
内
容
か
ら
み
て
も
Y
に
対
し
て
は
争
う
気
は
な
か
っ
た
よ

　
う
で
あ
る
。
理
論
的
に
は
、
Y
へ
の
贈
与
は
、
X
と
親
子
関
係
と
い

う
人
的
な
紐
帯
が
存
続
す
る
こ
と
に
つ
い
．
て
も
相
続
税
負
担
の
軽
減

に
つ
い
て
も
、
コ
ー
ズ
が
消
失
し
た
と
は
言
い
難
い
と
思
わ
れ
る

が
、
ひ
と
つ
の
不
動
産
に
つ
き
夫
婦
二
人
に
対
す
る
一
つ
の
贈
与
契

約
と
し
て
考
え
た
た
め
、
実
際
上
別
々
に
扱
う
こ
と
が
難
し
か
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

　
以
上
、
本
判
決
の
具
体
的
事
案
を
通
し
て
恵
与
の
コ
ー
ズ
概
念
に

つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
。
本
判
決
は
、
恵
与
の
コ
ー
ズ
の
「
推
進
的

か
つ
決
定
的
な
動
機
」
と
し
て
の
拡
げ
ら
れ
た
役
割
を
認
め
た
と
い

う
点
で
ベ
ル
ギ
ー
の
今
後
の
判
例
に
影
響
力
を
持
つ
も
の
と
考
え
ら

れ
る
が
、
本
件
に
お
い
て
具
体
的
に
認
め
ら
れ
た
恵
与
の
コ
ー
ズ
に

つ
い
て
は
、
コ
ー
ズ
概
念
の
本
来
の
意
味
か
ら
は
外
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
却
っ
て
コ
ー
ズ
と
は
何
か

を
考
え
る
素
材
と
な
り
え
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
本
判
決
の
批
判

的
観
点
か
ち
は
、
コ
ー
ズ
理
論
の
た
ど
っ
た
沿
革
を
考
慮
に
入
れ
な

い
な
ら
ば
、
恵
与
の
コ
ー
ズ
概
念
は
歪
め
ら
れ
、
恵
与
の
背
景
と

な
っ
た
事
情
を
何
で
も
含
み
う
る
よ
う
な
も
の
と
さ
れ
か
ね
な
い
と

い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
コ
ー
ズ
概
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念
の
本
来
の
意
味
に
照
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
推
進
的
か
つ
決
定

的
な
動
機
」
た
る
コ
ー
ズ
は
、
単
な
る
動
機
も
含
め
た
他
の
諸
事
情

と
は
区
別
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
が
、
少
な
く
と
も
本
件
の
よ
う
な

事
例
に
つ
い
て
は
示
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。

　
こ
の
検
討
は
フ
ラ
ン
ス
お
よ
び
ベ
ル
ギ
ー
に
共
通
す
る
民
法
理
論

と
い
う
土
台
の
上
で
行
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
事
例
と
し
て
は
、
相

続
税
対
策
と
し
て
の
贈
与
、
配
偶
者
の
子
へ
の
贈
与
で
あ
る
と
い
う

側
面
に
お
い
て
日
本
に
も
共
通
し
た
問
題
を
含
ん
で
い
る
（
特
に
子

の
配
偶
者
へ
の
贈
与
は
珍
し
く
な
い
）
。
こ
こ
で
対
象
と
し
た
事
例

は
、
わ
が
．
国
に
お
け
る
議
論
と
の
接
点
と
し
て
、
前
記
拙
稿
で
検
討

し
た
目
的
的
恵
与
の
一
例
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
恵
与

の
効
力
を
失
わ
せ
る
た
め
の
そ
め
他
の
理
論
構
成
（
負
担
附
恵
与
、

動
機
の
錯
誤
、
忘
恩
行
為
に
よ
る
撤
回
、
黙
示
の
解
除
条
件
、
受
遺

欠
格
規
定
の
類
推
適
用
、
事
情
変
更
の
原
則
）
と
の
関
係
を
考
え
る

に
当
た
一
っ
て
も
、
興
味
深
い
事
例
で
あ
る
。

　
本
判
決
に
つ
い
て
は
、
コ
ー
ズ
概
念
自
体
に
つ
い
て
の
検
討
を
中

心
と
し
た
が
、
コ
ー
ズ
理
論
の
枠
内
に
お
け
る
問
題
は
他
に
も
あ

る
。
主
に
、
コ
ー
ズ
消
失
の
効
果
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
ぎ
か

（
本
判
決
で
は
失
効
）
、
契
約
が
成
立
し
た
後
の
コ
ー
ズ
消
失
が
契

約
に
与
え
る
影
響
力
を
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
い
い
の
か
、
と
い
う

問
題
が
あ
る
が
、
無
効
・
取
消
な
ど
他
の
概
念
と
も
密
接
に
関
わ
っ

て
く
る
重
要
な
問
題
で
あ
り
、
恵
与
以
外
の
様
々
な
法
律
行
為
も
広

く
視
野
に
入
れ
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
検
討
は
後
の
課
題
と

し
、
本
稿
の
対
象
は
恵
与
の
コ
ー
ズ
概
念
の
具
体
例
に
溶
け
る
検
証

に
と
ど
め
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

付
記
　
本
稿
は
民
事
法
研
究
会
（
一
九
九
四
年
一
月
二
九
日
、

　
　
州
大
学
）
で
の
報
告
を
も
と
に
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

於
九
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